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1 は じ め に

（1）豚大腸菌性下痢症

大腸菌（Escherichia coli）を原因菌とする豚大腸菌

性下痢症は，古くから世界中の豚生産国において普遍的

に発生しており，子豚の育成において非常に大きな経済

的損失を及ぼす疾病である．出生直後から離乳期までの

子豚に発生し，生後2週間以内の新生豚が罹患する新生

期下痢（早発性下痢）と，離乳後2週間以内の豚が罹患

する離乳後下痢（遅発性下痢）とがある．

このうち新生期下痢は，生後1～2日の同腹新生豚の

全頭が発病し，甚急性の経過をとって脱水により衰弱

し，敗血症を併発して致死率が70～100％に及ぶとい

う特徴がある．原因となる大腸菌は毒素原性大腸菌

（Enterotoxigenic E. coli : ETEC）であり，O群血清型

でいえば，近年ではO149が最も多く分離され，そのほ

かにO8，O9，O20，O64，O101，O141，O157等が

分離される［1h3］．

ETECは小腸粘膜に定着し，エンテロトキシンを産生

して下痢を引き起こす．定着は主に線毛によるが，線毛

抗原としては K88（F4）保有株が最も多く分離され

（K88のサブタイプは，全てK88acであったという報告

がある［2］．），そのほかにK99（F5），987P（F6），F18，

F41等保有株も分離される．また，まれにではあるが2

種類の線毛抗原を保有する株も存在する．

エンテロトキシンは，細胞を障害することなく，大腸

における水分や電解質の分泌促進及び吸収抑制のみをも

たらす毒素である．易熱性エンテロトキシン（LT）と

耐熱性エンテロトキシン（S T）の 2 種類があるが，

ETECはこれらのいずれか，又は両方を産生する．LT

はAサブユニットとBサブユニットから構成され［4］，

Aサブユニットが毒素としての活性を有し，Bサブユニ

ットは細胞レセプターへの結合に働いている［5］．な

お，STは低分子であるため，免疫原性は認められない．

（2）クロストリジウム・パーフリンゲンス感染症

ウェルシュ菌とも呼ばれるクロストリジウム・パーフ

リンゲンス（Clostridium perfringens）は，自然界に広

く分布し，動物の腸内細菌叢の主要な構成菌の一つであ

る．しかし，一部の菌種は毒素を産生し，小腸の壊死

性・出血性の病変を特徴とし，毒血症による急性死を招

くエンテロトキセミアを引き起こす．この疾病は主要な

家畜・家きんに発生し，牛，豚及び鶏では壊死性腸炎と

呼ばれている．

豚の壊死性腸炎は，生後1週間以内（多くは3日齢以

内）の同腹新生豚が，血便を排泄して急性経過で高率に

死亡するという特徴を有する．クロストリジウム・パー

フリンゲンスは，毒素の産生性によりA，B，C，D及

びE型の5つの型に分類され，壊死性腸炎は，主として

クロストリジウム・パーフリンゲンスC型菌を原因菌と

するが，A型菌又はB型菌を原因菌とするという報告も

ある．C型菌はα及びβ毒素を産生し，両毒素共に強い

組織障害作用を有するが，豚の壊死性腸炎の原因の主体

はβ毒素であると考えられている．

本病は，50年以上前から欧米の各地で発生してきた

が，我が国において発生が確認されたのは1979年が最

初であり，比較的新しい疾病といえる．初発以降は全国

的に発生が報告されている．

2 ワクチンの概要

（1）ワクチン開発の経緯

豚の新生期下痢及び壊死性腸炎は，どちらも新生豚が
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罹患する疾病であるため，これらの疾病に対するワクチ

ンは，乳汁免疫型ワクチン（母豚を免疫してその初乳を

哺乳させることにより子豚に免疫を付与するワクチン）

として開発された．

ア 豚大腸菌性下痢症ワクチン（不活化）

（ア）豚大腸菌性下痢症（K88保有全菌体・K99保有

全菌体）（アジュバント加）不活化ワクチン（シー

ド）

1980年代前半に我が国で発生した大腸菌性下痢

症から分離されたETECを製造用株として国内開

発試験が行われた．

その後，本ワクチンは1988年7月に製造承認さ

れ，現在までに約40ロットが上市されている．ま

た，2009年11月にはシードロット化されている．

（イ）豚大腸菌性下痢症（K88ab・K88ac・K99 ・

987P保有全菌体）（アジュバント加）不活化ワクチ

ン

本ワクチンは，米国内で認可を得て販売されてい

たワクチンのライセンス製造品であり，1986年頃

から国内開発試験が行われた．

その後，本ワクチンは1989年8月に製造承認さ

れ，現在までに約30ロットが上市されている．

イ 豚大腸菌性下痢症不活化・クロストリジウム・パー

フリンゲンストキソイド混合（アジュバント加）ワク

チン

本ワクチンは，1986年に米国農務省から認可を得て

販売されていたものであり，日本国内においては2001

年頃から国内開発試験が行われた．

その後，本ワクチンは2005 年 1月に輸入承認され，

現在までに約20ロットが上市されている．

（2）ワクチンの概要

ア 豚大腸菌性下痢症ワクチン（不活化）

どんなに強力な毒性を有するETECであっても，腸

管に定着しなければ毒性を発揮することができないこ

とから，定着に関与している線毛抗原をワクチンの有

効成分としたものである．

（ア）豚大腸菌性下痢症（K88保有全菌体・K99保有

全菌体）（アジュバント加）不活化ワクチン（シー

ド）

1980年代前半に我が国で発生した大腸菌性下痢

症から分離されたETECにおいては，線毛抗原K88

及びK99 が優勢であった．本ワクチンは，K88 抗

原を保有する菌株及びK99 抗原を保有する菌株の

それぞれの全菌体を製造用株とし，それらを不活化

したものにアジュバントとしてリン酸アルミニウム

ゲルを添加したものである．本ワクチンの概要を表

に示す．

（イ）豚大腸菌性下痢症（K88ab・K88ac・K99 ・

987P保有全菌体）（アジュバント加）不活化ワクチ

ン

毒素原性大腸菌 KYh4h1株（O149，
K88，LT＋，ST－）（シード） 
毒素原性大腸菌 Th2h1 株（O101，
K99，LT－，ST＋）（シード） 

表　豚大腸菌性下痢症及びクロストリジウム・パーフリンゲンス感染症ワクチン（不活化・混合不活化）の概要 

一般的名称 

豚大腸菌性下痢症（K88
保有全菌体・K99保有全
菌体）（アジュバント加）
不活化ワクチン（シード） 

豚大腸菌性下痢症不活
化・クロストリジウム・
パーフリンゲンストキソ
イド混合（アジュバント
加）ワクチン 

豚 大 腸 菌 性 下 痢 症
（K88ab・K88ac・K99・
987P保有全菌体）（アジ
ュバント加）不活化ワク
チン 

商品名 

“京都微研
”

豚大腸菌ワク
チン

豚大腸菌コン
ポーネントワ
クチン“化血
研” 

リターガード
LThC

微生物化学
研究所 

化血研 

ファイザー 

製造販売業者名 製造用株 用法・用量 

妊娠豚の筋肉内に2 m l
注射する．分娩の約 6週
前に初回注射を行い，3
週間後に 2回目の注射を
行う．次回の妊娠からは
分娩の前約 3週に 1回注
射を行う． 

妊娠豚に 2 ml を，分娩
前 4～6 週と 2 週前後の
2 回皮下又は筋肉内に注
射する． 

妊娠豚の頸部筋肉内に
2 ml 注射する．分娩の
約 6週間前に初回注射を
行い，3 週間後に 2 回目
の注射を行う．次回の妊
娠からは分娩の約 3週間
前に 1回注射を行う． 

K88ab線毛抗原 
K88ac線毛抗原 
K99 線毛抗原 
大腸菌987株（987P線毛抗原として） 

大腸菌 pPS002 株（K88 線毛抗原） 
大腸菌 NLh1005 株（K99 線毛抗原） 
大腸菌NADC1471株（K99線毛抗原・
F41 線毛抗原） 
大腸菌 NADC1413 株（987P線毛抗
原） 
大腸菌 NLh1001 株（易熱性エンテ
ロトキシンBサブユニット） 
クロストリジウム・パーフリンゲ
ンス C型 NLh1003 株（β毒素トキ
ソイド） 
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本ワクチンは，K88ab，K88ac，K99及び987Pの

線毛抗原から成るコンポーネントワクチンに，水酸化

アルミニウムゲルをアジュバントとして添加したもの

である．本ワクチンの概要を表に示す．

イ 豚大腸菌性下痢症不活化・クロストリジウム・パー

フリンゲンストキソイド混合（アジュバント加）ワク

チン

本ワクチンの有効成分は，豚大腸菌性下痢症につい

ては，線毛抗原（K88・K99・987P・F41）のほか

にLTのBサブユニットも配合し，LTの細胞レセプタ

ーへの結合も阻止している．これに，クロストリジウ

ム・パーフリンゲンスC型菌のβ毒素のトキソイドを

混合し，アジュバントとして水酸化アルミニウムゲル

を添加したものである．本ワクチンの概要を表に示

す．

3 製法及び使用方法

（1）製　　　法

ア 豚大腸菌性下痢症ワクチン（不活化）

（ア）豚大腸菌性下痢症（K88保有全菌体・K99保有

全菌体）（アジュバント加）不活化ワクチン（シー

ド）

表のそれぞれの製造用株を液体培地で継代して増

殖し，ホルマリンを加えて不活化菌液とする．不活

化菌液を遠心して集菌し，リン酸緩衝食塩液に浮遊

させ濃度調整したものを原液とする．各原液を混合

し，リン酸アルミニウムゲルを加え，リン酸緩衝食

塩液で濃度調整してワクチンとする．

（イ）豚大腸菌性下痢症（K88ab・K88ac・K99 ・

987P保有全菌体）（アジュバント加）不活化ワクチ

ン

表のそれぞれの製造用株を液体培地で継代して増

殖し，加熱処理により線毛を菌体から離脱させ，ホ

ルマリンを加えて不活化菌液とする．不活化菌液を

遠心し除菌した上清に水酸化アルミニウムゲルを加

え，濃縮したものを原液とするが，987P抗原保有

菌体については除菌は行わない．各原液を混合し，

リン酸緩衝食塩液を加え濃度調整してワクチンとす

る．

イ 豚大腸菌性下痢症不活化・クロストリジウム・パー

フリンゲンストキソイド混合（アジュバント加）ワク

チン

大腸菌成分については，表のそれぞれの製造用株を

寒天培地で培養し，発育したコロニーを液体培地で継

代して増殖し，本培養菌液とする．

NLh1001株以外の株については，本培養菌液にホ

ルマリンを加えて不活化後，遠心して集菌したものを

リン酸緩衝食塩液に浮遊し，濃縮したものを原液とす

る．また，NLh1001株については，本培養菌液を遠

心して得た上清をフィルターで濃縮・除菌したものを

原液とする．

クロストリジウム・パーフリンゲンス成分について

は，表の製造用株を液体培地で継代して増殖し，ホル

マリンを加えたものを不活化菌液とする．不活化菌液

を遠心した上清を限外ろ過して濃縮したものを原液と

する．

各原液を混合し，水酸化アルミニウムゲルを加えた

ものをワクチンとする．

（2）使 用 方 法

豚大腸菌性下痢症ワクチンの主たる有効成分は線毛抗

原であるが，種類により抗原性が異なり交差免疫は成立

しない．よって，常に学術雑誌等から最新の情報を収集

し，現在野外で流行しているETECの線毛抗原につい

て把握し，最も適切なワクチンを選択することが肝要で

ある．

ア 豚大腸菌性下痢症ワクチン（不活化）

（ア）豚大腸菌性下痢症（K88保有全菌体・K99保有

全菌体）（アジュバント加）不活化ワクチン（シー

ド）

表の用法・用量のとおり，妊娠豚の筋肉内に2ml

注射する．分娩の約6週前に初回注射を行い，3週

後に2回目の注射を行う．次回の妊娠からは分娩の

前約3週に1回注射を行う．

（イ）豚大腸菌性下痢症（K88ab・K88ac・K99 ・

987P保有全菌体）（アジュバント加）不活化ワクチ

ン

表の用法・用量のとおり，妊娠豚に2mlを，分娩

前4～6週と2週前後の2回皮下又は筋肉内に注射

する．

イ 豚大腸菌性下痢症不活化・クロストリジウム・パー

フリンゲンストキソイド混合（アジュバント加）ワク

チン

表の用法・用量のとおり，妊娠豚の頸部筋肉内に

2ml注射する．分娩の約6週間前に初回注射を行い，

3週間後に2回目の注射を行う．次回の妊娠からは分

娩の約3週間前に1回注射を行う．

4 使用上の注意

ア 豚大腸菌性下痢症ワクチン（不活化）

（ア）豚大腸菌性下痢症（K88保有全菌体・K99保有

全菌体）（アジュバント加）不活化ワクチン（シー

ド）

他のリン酸アルミニウムゲルアジュバント添加不

活化ワクチンと同様の使用上の注意が設定されてい

るので，注射する際は添付文書をよく参照された

い．
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（イ）豚大腸菌性下痢症（K88ab・K88ac・K99・
987P保有全菌体）（アジュバント加）不活化ワクチ
ン
他の水酸化アルミニウムゲルアジュバント添加不
活化ワクチンと同様の使用上の注意が設定されてい
るので，注射する際は添付文書をよく参照された
い．

イ 豚大腸菌性下痢症不活化・クロストリジウム・パー
フリンゲンストキソイド混合（アジュバント加）ワク
チン
他の水酸化アルミニウムゲルアジュバント添加不活

化ワクチンと同様の使用上の注意が設定されているの
で，注射する際は添付文書をよく参照されたい．

5 お わ り に
今回紹介したワクチンは，全て乳汁免疫型であり，母
豚を免疫し，その初乳を哺乳させることにより子豚に免
疫を付与するものである．このようなワクチンを使用す
る場合の注意事項は，以下のとおりである［6］．
①母豚の免疫を十分に高めておくこと．

当然のことであるが，母豚の免疫が高ければ高い
ほど初乳中の移行抗体及び免疫細胞の量も多い．ワ
クチンの用法・用量をしっかり守って，母豚の免疫
を十分に高めておくことが必要である．
②生後できるだけ早い時期に，子豚に初乳を哺乳させ
ること．
豚においては，移行抗体は胎盤を通過できないた

め，全て初乳から摂取する必要がある．子豚が初乳
中の移行抗体及び免疫細胞を吸収できる期間は生後
36時間程度までとされているが，実際はもっと短
いという報告もあり，初乳を哺乳させる時期は，早
ければ早いほど好ましい．できれば生後6時間くら

いまでに初乳を哺乳させるのが理想的である．
③里子に出すまでに，生後6時間は生みの親である母
豚につけておくこと．
乳汁免疫により移行抗体（液性免疫）及び免疫細
胞（細胞性免疫）の両方が，母豚から子豚に移行す
る．液性免疫に係る移行抗体は，生みの親由来のも
のでなくても吸収することができるが，細胞性免疫
に係る免疫細胞は生みの親由来のものしか吸収でき
ないことが分かってきており，よって，里子に出す
場合でも，生後6時間は生みの親につけておき，初
乳を哺乳させる必要がある．
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1 は じ め に

豚マイコプラズマ肺炎は，マイコプラズマ・ハイオニ

ューモニエを起因菌とする豚の慢性呼吸器病である．

マイコプラズマ・ハイオニューモニエは，細胞壁を持

たず，菌体の外周は3層構造の厚さ約20nmの単位膜に

覆われた極めて小さい菌である．コレステロール要求性

陽性，アルギニン加水分解性陰性，グルコース利用能陰

性の生化学的性状を示す．感染豚から分離されたマイコ

プラズマ・ハイオニューモニエの増殖には5～14日か

かるが，初代分離菌は継代を重ねることで良好な増殖を

示すようになる．

本病は繁殖用高齢豚での発病はまれで，一般には2～

6カ月齢の肥育豚で感染しやすい．

その症状は慢性の乾性の咳を呈し，発病は緩慢で数週

間から数カ月間持続し，肺炎病変として肝変化した無気

肺巣が前葉および中葉に形成される．また，本菌の線毛

上皮への付着により線毛運動の停止や線毛喪失を惹起す

ることで，パスツレラ・ムルトシダ，アクチノバシラ

ス・プルロニューモニエなどの細菌やウイルスの二次感

染を引き起こし肺炎症状は重篤化する［3］．

2 ワクチンの概要

（1）ワクチン開発の経緯

豚マイコプラズマ肺炎は，世界各地で発生が見られ，

我が国でも豚マイコプラズマ肺炎としての届出件数は少

ない［1］が，補体結合反応を用いた抗体検査では極め

て高い抗体陽性率を示し［2］感染率は極めて高い．本

病は罹患率は高いが，死亡率は低く，罹患豚は発育不全

を呈して飼料効率が低下し経営上多大な被害をもたらし

ている．我が国においてきわめて高い罹患率を示すマイ

コプラズマ・ハイオニューモニエ感染症は経済的損失の

大きさや，治療のための抗生物質の使用による耐性菌の

出現のリスクからも，その予防対策として1995年にマ

イコプラズマ・ハイオニューモニエ感染症（アジュバン

ト加）不活化ワクチンが承認された．その後，他の細菌

やウイルスとの混合感染により重篤化することから，複

数の疾病の予防やワクチン接種の省力化のため，各種混

合ワクチンが承認され，現在までに表に示すワクチンが

承認されている．

（2）ワクチン株

マイコプラズマ・ハイオニューモニエ感染症ワクチン

の製造用株は，主にマイコプラズマ・ハイオニューモニ

エ感染症に罹患した豚から分離されたマイコプラズマ・

ハイオニューモニエを継代したもので，表に示すとおり

各社で独自の株が使用されている．

（3）ワクチンの種類

マイコプラズマ・ハイオニューモニエ感染症不活化ワ

クチンには単味ワクチンの他に，他の成分が混合された

2または3種混合ワクチンが承認されている．

（4）ワクチンの形態

ア 単味ワクチン

単味ワクチンとして，不活化したマイコプラズマ・

ハイオニューモニエの培養菌液にアルミニウムゲルア

ジュバント等を添加した液状のワクチンがある．

イ 混合ワクチン

混合ワクチンには，表に示すとおり，不活化したマ

イコプラズマ・ハイオニューモニエの培養菌液と不活

化したボルデテラ・ブロンキセプチカの培養菌液等の

他の抗原を混合し，アルミニウムゲルアジュバントを

添加した液状のワクチンがある．

（5）ワクチンの保存

いずれのワクチンも，冷蔵保存する．直射日光及び冷

凍は品質に影響することから，避けなければならない．

3 製法及び使用方法

（1）製　　　法

ア 単味ワクチン

単味ワクチンは，ワクチン株の培養菌液にホルマリ

ンなどの不活化剤を加えて不活化したものにアジュバ

ントを添加して製造される．添加するアジュバントは

製剤により異なり，アルミニウムゲルアジュバント，

カルボキシビニルポリマーアジュバント又は油性アジ

ュバントが用いられている［4］．

製造販売業者において，特性試験，pH測定試験，

無菌試験，ホルマリン定量試験，チメロサール定量試

験，異常毒性否定試験，力価試験等を実施し，規格に

適合することを検査している．

新居つかさ†（農林水産省動物医薬品検査所）

13 マイコプラズマ・ハイオニューモニエ感染症ワクチ

ン（不活化・混合不活化ワクチン）

† 連絡責任者：新居つかさ（農林水産省動物医薬品検査所）

〒185h8511 国分寺市戸倉1h15h1 蕁042h321h1841 FAX 042h321h1769 E-mail : niitukas@nval.maff.go.jp
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イ 混合ワクチン

混合ワクチンは，製剤により製造方法が異なるが，

主に，ワクチン株の培養菌液を不活化したものにあら

かじめアジュバントを添加した後，他の有効成分等を

混合して製造されるワクチンや，ワクチン株の培養菌

液を不活化したものと他の有効成分等を混合してから

アジュバントを添加して製造するワクチンがある

［4］．

マイコプラズマ・ハイオニューモ
ニエ 1986h1h1 株 

マイコプラズマ・ハイオニューモ
ニエMIh3 株 

表　我が国で承認されているマイコプラズマ・ハイオニューモニエ感染症ワクチン（不活化・混合不活化ワクチン）一覧 

一般的名称 

マイコプラズマ・ハイ
オニューモニエ感染症
（アジュバント加）不
活化ワクチン 

マイコプラズマ・ハイ
オニューモニエ感染症
（カルボキシビニルポ
リマーアジュバント
加）不活化ワクチン 

商品名 

マイコバス
ター 

科学飼料研究所 

日 生 研
M P S不活
化ワクチン 

日生研 

製造販売業者名 製造用株又は有効成分 用法・用量 

生後 1 週齢から 8 週齢の子豚
に 1 頭当たり 2 ml，さらに 2
週間後から 4 週間後に 2 mlを
筋肉内に注射する． 

3 週齢以上の豚に 1 mlずつ 3～
5 週間隔で 2 回，筋肉内に注射
する． 

マイコプラズマ・ハイオニューモ
ニエ BQ14 株 

ハイオレス
プ 

メリアル 生後 3日齢以上の子豚に 2ml．
さらに 3 週間後から 4 週間後
に 2 mlを筋肉内に接種する．
または，10週齢以上の子豚に
2mlを筋肉内に接種する． 

マイコプラズマ・ハイオニューモ
ニエ Ph5722h3 株 

レスピフェ
ンドMH

ファイザー 生後 1～4 週齢の子豚に本品
2 ml を 2 週間隔で 2 回，頸部
筋肉内に注射する． 

マイコプラズマ・ハイオニューモ
ニエ NL1042 株 
 

マイコプラズマ・ハイオニューモ
ニエ J株 Bh3745

レスピシュア 
レスピシュ
アワン 

インゲルバ
ックM. hyo

ファイザー 
 
 

ベーリンガー 

生後 1 週齢から 8 週齢の子豚
に 2 m l，さらに 2 週間後に
2mlを頸部筋肉内に注射する． 

生後 3 週齢以上の子豚に 2 ml
を一回頸部筋肉内に注射する． 

マイコプラズマ・ハイ
オニューモニエ感染症
（油性アジュバント加）
不活化ワクチン 

ボルデテラ・ブロンキセプチカ
S1 株 
毒素産生パスツレラ・ムルトシダ
ZFh899h1 株 
マイコプラズマ・ハイオニューモ
ニエ 1986h1h1 株 

マイコバス
ター A Rプ
ラス 

科学飼料研究所 生後 1 週齢から 4 週齢の子豚
に 1 頭当たり 1 ml，さらに 2
週間後から 4 週間後に 1 mlを
筋肉内に注射する． 

豚ボルデテラ感染症・豚
パスツレラ症（粗精製ト
キソイド）・マイコプラ
ズマ・ハイオニューモニ
エ感染症混合（アジュバ
ント加）不活化ワクチン 

インフルエンザウイルス A型 
A/swine/京都/3/79（H1N1）株及び
A/swine/和田山/5/69（H3N2）株 
パスツレラ・ムルトシダ Bh45 株 
マイコプラズマ・ハイオニューモ
ニエMh21株 

“京都微研”
マイコミッ
クス 3

京都微研 3 週齢以降の豚の頸部筋肉内に
1回 2 mlを，4週間隔で 2回注
射する． 

豚インフルエンザ・豚
パスツレラ症・マイコ
プラズマ・ハイオニュ
ーモニエ感染症混合（ア
ジュバント加）不活化
ワクチン 

マイコプラズマ・ハイオニューモ
ニエMIh3 株 
アクチノバシラス・プルロニュー
モニエ 41h1 株（血清型 1型） 
アクチノバシラス・プルロニューモ
ニエ SHPh1 株（血清型 2型） 
アクチノバシラス・プルロニュー
モニエ Ngh2 株（血清型 5型） 
組換え大腸菌で産生される無毒変
異型アクチノバシラス・プルロニ
ューモニエ細胞毒素（rApx） 
rApx蠢タンパク 
rApx蠡タンパク 
rApx蠱タンパク 

日 生 研 豚
A P M不活
化ワクチン 

日生研 3 週齢以上の豚に 3～5 週間隔
で 1 回 2 mlずつを 2 回筋肉内
に注射する 

豚アクチノバシラス・
プルロニューモニエ
（ 1・2・5 型，組換型
毒素）感染症・マイコ
プラズマ・ハイオニュ
ーモニエ感染症混合（ア
ジュバント加）不活化
ワクチン 
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製造販売業者が実施する試験は，マイコプラズマ・ハ
イオニューモニエ菌以外の有効成分についての力価試験
が追加される他は，単味ワクチンと同様であり，規格に
適合することを検査している．
（2）使 用 方 法
用法・用量を表にまとめた．製剤ごとに，①接種量，
②接種対象週齢，③注射間隔，④投与部位が異なってい
るので，使用説明書をよく読み，製剤ごとの用法・用量
を遵守しなければならない．また，一部の製剤について
は，繁殖用母豚に使用することができるが，各製剤で接
種時期が詳細に定められているので，十分に確認して使
用する必要がある．

4 使用上の注意
マイコプラズマ・ハイオニューモニエ不活化ワクチン
を使用する際には，ワクチンに添付された使用説明書の
使用上の注意をよく読み，遵守することが必要である．
特に，油性アジュバントを添加されたマイコプラズマ・
ハイオニューモニエ不活化ワクチンの中には使用制限期
間が，定められているものがあり，と場出荷前の定めら
れた期間はワクチンを使用しないよう十分に注意する必
要がある．

5 お わ り に
マイコプラズマ・ハイオニューモニエの予防対策は，
飼養環境（飼育密度，換気，温度，湿度など）の改善と
オールイン・オールアウト飼育方式等の導入，日常の飼
養管理，衛生管理が基本であり［3］，その上で多様な不
活化ワクチンの中から，飼養されている豚の特性や農場
の実態等を勘案してワクチンを選択し，使用することが
大切である．
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